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９．療養通所介護
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９．療養通所介護

①定員数の見直し

②栄養改善の取組の推進

③運営推進会議の開催方法の緩和

④介護職員処遇改善加算の見直し

改定事項
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９．療養通所介護 ①定員数の見直し

○ 療養通所介護事業所においては、障害福祉サービス等である重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等を
実施している事業所が多いことを踏まえ、更に地域共生社会の実現に向けた取組を推進する観点から、定員数を
引き上げることとする。【省令改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
利用定員 ９人以下 ⇒ 利用定員 18人以下

基準

障害児通所支援等の届出状況（複数回答）（n=35）

（人）

11

11

11

8

2

1

2

0 5 10 15 20 25 30 35

児童発達支援事業

放課後等デイサービス

生活介護事業

日中一時支援事業

障害児・者相談支援

実施 申請予定 予定無 無回答
（事業所）

1

2

3

8

5

1

2 2

6

2

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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（事業所）

児童発達支援事業の併設の有無別の療養通所介護事
業所の定員（n=35）

【出典】平成27年度老人保健健康増進等事業「看護・介護のケアミックスによる療養通所介護事業の適切な実施に関する調査研究事業」
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９．療養通所介護 ②栄養改善の取組の推進

〇 管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情
報を文書で共有した場合の評価を創設する。

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 栄養スクリーニング加算 ５単位／回（新設）

※６月に１回を限度とする

単位数

○ サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中６か月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養
状態に係る情報（医師・歯科医師・管理栄養士等への相談提言を含む。）を介護支援専門員に文書で共有した場
合に算定する。

算定要件等
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９．療養通所介護 ③運営推進会議の開催方法の緩和

○ 運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、現在認められていない複数の事
業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認めることとする。【通知改正】
ⅰ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。
ⅱ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。

概要
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９．療養通所介護 ④介護職員処遇改善加算の見直し

○ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位
数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、これを廃
止することとする。その際、一定の経過措置期間を設けることとする。

○ その間、介護サービス事業所に対してはその旨の周知を図るとともに、より上位の区分の取得について積極的
な働きかけを行うこととする。

概要

○ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、別に厚生労働大臣が定める期日（※）までの間に限り算定す
ることとする。

※ 平成30年度予算案に盛り込まれた「介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業」により、加算の新規の取得や、より上位の区分
の取得に向けて、事業所への専門的な相談員（社会保険労務士など）の派遣をし、個別の助言・指導等の支援を行うとともに、本
事業の実施状況等を踏まえ、今後決定。

算定要件等

キャリアパス要件Ⅰ
キャリアパス要件Ⅱ

職場環境等要件
のいずれも満たさず

加算（Ⅲ）

（月額１万５千円相当）
加算（Ⅳ）

（加算(Ⅲ)×0.9）
加算（Ⅴ）

（加算(Ⅲ)×0.8）

加算(Ⅱ)

(月額２万７千円相当)

算
定
要
件

キャリアパス要件Ⅰ
キャリアパス要件Ⅱ

職場環境等要件
のいずれかを満たす

キャリアパス要件
Ⅰ又はⅡ

＋
職場環境等要件を満たす

キャリアパス要件
Ⅰ及びⅡ

＋
職場環境等要件を満たす（平
成27年4月以降実施する取組）

加算(Ⅰ)

(月額３万７千円相当)

キャリアパス要件
Ⅰ及びⅡ及びⅢ

＋
職場環境等要件を満たす（平
成27年4月以降実施する取組）

(注)「キャリアパス要件Ⅰ」…職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
「キャリアパス要件Ⅱ」…資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
「キャリアパス要件Ⅲ」…経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に

昇給を判定する仕組みを設けること
「職場環境等要件」…賃金改善以外の処遇改善を実施すること
※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。

（参考）介護職員処遇改善加算の区分




